
東京都２６市放課後児童健全育成事業（学童保育）の育成料等について

※間食費は父母会等が徴収・運用する自治体も有り。

1,500円/月

1,500円/月

2,000円/月

2,000円/月程度

1,000円/月

4,000円

5,500円

2,500～7,500円

学童保育所4,000円

4,000円

5,000円

4,500円

5,000円

5,000円

6,500円

3,000～9,000円

5,000円

2,500～6,500円

小学生クラブ5,000円

5,000円

4,000円

5,500円

5,000円

武蔵村山市

東久留米市

6,000円

国立市

5,000円

小平市

武蔵野市

立川市 1,500円/月

1,500円/月程度

羽村市

東大和市

小金井市

日野市

清瀬市

東村山市

町田市

狛江市

福生市

稲城市

西東京市

府中市

5,000円

7,000円

5,500円

6,500円

1,800円/月

5,500円

5,000円

市名 育成料 間食費
間食費含む育成
料の最高額

あきる野市 3,000円 1,200円/月 4,200円

多摩市 5,000円 5,000円

調布市 5,000円

7,500円

7,000円

1,500円/月

昭島市 4,500円 （行事費込）1,500円/月 6,000円

6,000円三鷹市 7,500円1,500円/月

八王子市 7,000円

平均 6,093円

6,500円

9,000円

5,500円

6,500円青梅市

6,800円

6,000円

8,000円

8,500円

5,000円

5,000円

4,000円

5,000円

5,500円

1,500円/月

1,000～2,000円/月

6,500円

国分寺市

5,000円

5,000円
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東   久   留   米   市 
子ども・子育て会議 

平成２７年３月２７日     


